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システム改修、還付、簡易課税の見直し等
飲食料品の消費税減税で
経理実務への影響はどうなる
こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●政府は、物価高対策として飲食料品の消費税を２年間に限り、課税取引のまま税
率０％とする時限措置を検討している。仕入税額控除を維持し、当該措置終了後は
軽減税率８％に戻すことが想定されている。制度骨子は今夏までに国民会議で中間
取りまとめを行い、必要な法案の早期提出を目指すとされている。

●消費税率ゼロへの変更対応として、システム・インボイス・経理・申告・価格表示
の改修等が必要となる。飲食料品の比率が高い業態では売上税額の縮小により還
付が増える可能性があるほか、簡易課税制度が不利となる可能性があるため、本
則課税への切替え等の選択見直しが実務上の焦点となり得る。

デロイト トーマツ税理士法人 
税理士

纐纈　明美
デロイト トーマツ税理士法人

野村　和子

実  務実  務
解説

は
じ
め
に

物
価
上
昇
が
長
期
化
す
る
な
か
、
家
計

負
担
の
軽
減
を
目
的
と
し
た
消
費
税
制
度

の
見
直
し
に
向
け
た
議
論
が
政
府
内
で
本

格
化
し
て
い
る
。
特
に
、
生
活
必
需
品
で

あ
る
飲
食
料
品
に
係
る
消
費
税
負
担
の
軽

減
に
つ
い
て
は
、
政
策
課
題
と
し
て
急
速

に
注
目
を
集
め
て
お
り
、
政
府
・
与
党
は

一
定
期
間
に
限
り
税
率
を
ゼ
ロ
に
引
き
下

げ
る
措
置
を
検
討
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
な
か
、
高
市
早
苗
内
閣
総
理

大
臣
は
、
２
月
25
日
の
第
２
２
１
回
国
会

審
議
に
お
い
て
、
飲
食
料
品
の
消
費
税
の

取
扱
い
に
つ
い
て
具
体
的
な
考
え
方
を
示

し
た
。
国
会
答
弁
で
は
、
飲
食
料
品
に
係

る
消
費
税
負
担
を
２
年
間
ゼ
ロ
と
す
る
措

置（
以
下
、「
税
率
ゼ
ロ
措
置
」と
い
う
）に

つ
い
て
、
税
法
上
の
位
置
づ
け
を
含
め
て

検
討
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
そ
の
際
、
制
度
の
構
造
に
つ
い
て

は
、
飲
食
料
品
の
取
引
自
体
を
消
費
税
の

「
非
課
税
取
引
」と
す
る
の
で
は
な
く
、
従

来
ど
お
り
課
税
取
引
と
し
て
位
置
づ
け
た

ま
ま
税
率
を
ゼ
ロ
と
す
る
方
式
を
想
定
し

て
い
る
旨
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
消
費

税
制
度
の
基
本
的
な
し
く
み
で
あ
る
仕
入

税
額
控
除
を
維
持
し
、
事
業
者
の
取
引
段

階
で
税
が
累
積
す
る
こ
と
を
防
ぐ
観
点
か

ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
対
象

と
な
る
品
目
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
対
象

を
設
け
る
の
で
は
な
く
、
現
在
軽
減
税
率

８
％
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
飲
食
料
品
を

基
本
と
す
る
方
向
で
検
討
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
示
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
政
策
の
方
向
性
が
示
さ
れ
る

一
方
で
、
政
府
は
、
消
費
税
を
含
む
税
制

と
社
会
保
障
制
度
の
あ
り
方
を
幅
広
く
議

論
す
る
た
め
の
場
と
し
て
、「
社
会
保
障
国

民
会
議（
以
下
、「
国
民
会
議
」と
い
う
）」を

設
置
し
、
２
月
下
旬
に
初
会
合
を
開
催
し

た
。
同
会
議
で
は
、
中
低
所
得
者
対
策
と

し
て
の
給
付
付
き
税
額
控
除
の
導
入
可
否

と
と
も
に
、
飲
食
料
品
に
係
る
消
費
税
負

担
の
軽
減
措
置
に
つ
い
て
も
検
討
事
項
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
⑴
。
今
後
、

同
会
議
の
下
で
制
度
の
方
向
性
が
整
理
さ

れ
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
具
体
的
な
税

制
措
置
の
検
討
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
と
見
込
ま
れ
る
。

ま
た
、
国
会
審
議
の
過
程
で
は
、
税
率

ゼ
ロ
措
置
が
農
業
者
を
含
む
事
業
者
の
税

務
処
理
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
も
議
論

が
行
わ
れ
て
い
る
。
特
に
、
農
業
者
な
ど

に
つ
い
て
は
、
簡
易
課
税
制
度
を
適
用
し

て
い
る
事
業
者
が
多
く
存
在
す
る
た
め
、

売
上
げ
に
係
る
消
費
税
額
が
減
少
す
る
こ

と
に
よ
り
、
制
度
の
し
く
み
が
十
分
に
機

能
し
な
く
な
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
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実務解説

る
。
簡
易
課
税
制
度
で
は
、
売
上
げ
に
係

る
消
費
税
額
を
基
準
と
し
て
仕
入
税
額
控

除
相
当
額
を
算
定
す
る
し
く
み
と
な
っ
て

い
る
た
め
、
売
上
げ
に
係
る
消
費
税
額
が

ゼ
ロ
と
な
る
場
合
に
は
、
み
な
し
仕
入
率

に
よ
る
仕
入
税
額
控
除
額
の
計
算
が
機
能

し
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
制

度
の
変
更
が
農
業
者
や
小
規
模
事
業
者
の

税
務
処
理
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る

の
か
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
検
討
課
題
と

さ
れ
て
い
る
。

政
府
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
通
じ
て
制

度
の
骨
格
を
取
り
ま
と
め
た
う
え
で
、
必

要
な
法
改
正
を
行
う
方
針
を
示
し
て
い

る
。
ま
ず
国
民
会
議
に
お
い
て
議
論
の
中

間
的
な
整
理
を
行
い
、
そ
の
後
制
度
の
方

向
性
を
確
定
さ
せ
た
段
階
で
、
消
費
税
法

を
含
む
関
連
法
案
を
作
成
し
、
国
会
に
提

出
す
る
流
れ
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
提
出

時
期
に
つ
い
て
は
議
論
の
進
捗
状
況
に
よ

る
も
の
の
、
今
夏
ま
で
に
中
間
と
り
ま
と

め
を
行
い
臨
時
国
会
な
ど
へ
の
法
案
提
出

を
目
指
す
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
国
会
答
弁
に
基
づ

き
、
税
率
ゼ
ロ
措
置
が
経
理
実
務
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
、
ま
た
、
実

務
上
の
留
意
点
等
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

な
お
、
当
該
記
事
の
意
見
に
わ
た
る
部

分
は
筆
者
の
私
見
で
あ
り
、
所
属
す
る
組

織
の
公
式
見
解
で
は
な
い
。

⑴　

令
和
８
年
２
月
26
日
付
け
社
会
保
障
国
民
会
議（
第
１

回
）「
社
会
保
障
国
民
会
議
に
つ
い
て
」資
料
１

税
率
ゼ
ロ
措
置
の
制
度
的

位
置
づ
け

政
府
は
、
消
費
税
率
を
０
％
に
す
る
飲

食
料
品
に
つ
い
て
、
課
税
取
引
で
あ
る
こ

と
を
前
提
に
制
度
設
計
を
検
討
し
て
い
る

が
、
実
務
影
響
を
的
確
に
把
握
す
る
た
め

に
は
、
課
税
取
引
と
非
課
税
取
引
の
法
的

性
格
の
差
異
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
不

可
欠
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
基
本
構
造
、

仕
入
税
額
控
除
の
し
く
み
、
課
税
売
上
割

合
の
計
算
へ
の
影
響
を
中
心
に
、
両
者
の

違
い
を
確
認
す
る
。

⑴　
基
本
構
造

消
費
税
は
、
消
費
税
法
４
条
に
規
定
す

る「
国
内
に
お
い
て
事
業
と
し
て
対
価
を

得
て
行
う
資
産
の
譲
渡
等
」を
課
税
の
対

象
と
し
て
い
る
。
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の

対
価
の
額
に
法
定
税
率
を
乗
じ
て
算
定
し

た
課
税
売
上
げ
に
係
る
消
費
税
額
か
ら
、

一
定
の
要
件
の
下
で
計
算
し
た
控
除
対
象

仕
入
税
額
を
控
除
し
て
当
期
の
納
付
税
額

ま
た
は
還
付
税
額
を
求
め
る
し
く
み
で
あ

る
。
こ
の
控
除
対
象
仕
入
税
額
の
適
用
に

は
、
原
則
と
し
て
帳
簿
お
よ
び
請
求
書
等

の
保
存
と
い
っ
た
要
件
が
あ
る
。

⑵　
仕
入
税
額
控
除
の
し
く
み

こ
の
基
本
構
造
を
前
提
に
、
飲
食
料
品

に
つ
い
て
、
課
税
取
引（
ゼ
ロ
税
率
）と
非

課
税
取
引
の
法
的
性
格
の
違
い
を
確
認
す

る
。
課
税
取
引（
ゼ
ロ
税
率
）は
、
飲
食
料

品
の
譲
渡
は「
課
税
資
産
の
譲
渡
等
」と
し

て
の
位
置
づ
け
を
維
持
し
た
ま
ま
、
適
用

税
率
を
０
％
と
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
消
費
税
法
７
条
の
輸
出

免
税
と
同
様
に
、
売
上
げ
に
係
る
消
費
税

額
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
て
も
、
仕
入
れ
に
係
る

消
費
税
額
は
所
定
の
要
件
の
下
で
仕
入
税

額
控
除
の
対
象
と
な
る
。
一
方
、
非
課
税

取
引
と
す
る
場
合
は
、
消
費
税
法
6
条
に

基
づ
き
、
飲
食
料
品
の
譲
渡
を
法
令
で
列

挙
さ
れ
た
非
課
税
取
引
と
し
て
課
税
資
産

の
譲
渡
等
か
ら
除
外
し
、
非
課
税
売
上
げ

に
消
費
税
は
課
さ
れ
ず
、
対
応
す
る
仕
入

れ
に
つ
い
て
も
原
則
と
し
て
仕
入
税
額
控

除
は
認
め
ら
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
課
税
取
引（
ゼ
ロ
税
率
）と

す
る
か
非
課
税
取
引
と
す
る
か
に
よ
り
、

い
ず
れ
も
売
上
げ
に
係
る
消
費
税
額
は
ゼ

ロ
で
あ
る
が
、
前
者
は
対
応
す
る
仕
入
れ

に
つ
い
て
仕
入
税
額
控
除
が
可
能
で
あ
る

一
方
、
後
者
は
対
応
す
る
仕
入
れ
に
つ
い

て
仕
入
税
額
控
除
が
で
き
な
い
点
に
、
法

的
性
格
の
決
定
的
な
差
が
あ
る
。

こ
う
し
た
差
異
に
よ
り
、
仕
入
税
額
控

除
の
計
算
は
、
消
費
税
法
30
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合

に
、
原
則
と
し
て
個
別
対
応
方
式
ま
た
は

一
括
比
例
配
分
方
式
に
よ
り
行
う
。
個
別

対
応
方
式
で
は
、
課
税
仕
入
れ
を
、
課
税

売
上
げ
の
み
に
直
接
対
応
す
る
課
税
仕
入

れ（
課
税
対
応
仕
入
れ
）、
非
課
税
売
上
げ

の
み
に
直
接
対
応
す
る
課
税
仕
入
れ（
非

課
税
対
応
仕
入
れ
）、
課
税
売
上
げ
と
非

課
税
売
上
げ
に
共
通
し
て
要
す
る
課
税
仕

入
れ（
共
通
対
応
仕
入
れ
）に
区
分
す
る
。

課
税
対
応
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
は
全

額
が
控
除
の
対
象
と
な
り
、
非
課
税
対
応

仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
は
控
除
の
対
象

と
な
ら
な
い
。
共
通
対
応
仕
入
れ
に
係
る

消
費
税
額
に
つ
い
て
は
、
課
税
売
上
割
合

を
乗
じ
た
金
額
を
控
除
す
る
。
他
方
、
一

括
比
例
配
分
方
式
で
は
、
原
則
と
し
て
、

当
期
の
課
税
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
の

合
計
額
に
課
税
売
上
割
合
を
乗
じ
て
、
控

除
対
象
と
な
る
仕
入
税
額
を
算
定
す
る
。

⑶　
課
税
売
上
割
合
の
計
算
へ
の
影

響こ
こ
で
鍵
と
な
る
課
税
売
上
割
合
は
、

原
則
と
し
て
、
そ
の
課
税
期
間
中
の
課
税

資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
を
、
課
税
資

産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
と
非
課
税
資
産

の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
と
の
合
計
額
で
除

し
て
算
定
す
る
。
非
課
税
売
上
げ
が
増
加
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し
た
場
合
に
は
、
分
母
の
み
が
増
加
し
分

子
に
は
算
入
さ
れ
な
い
た
め
、
比
率
は
低

下
す
る
方
向
に
作
用
す
る
。
課
税
取
引
と

し
た
場
合
は
当
該
売
上
げ
が
課
税
資
産
の

譲
渡
等
に
該
当
す
る
た
め
、
分
子
・
分
母

の
双
方
に
算
入
さ
れ
、
課
税
売
上
割
合
を

低
下
さ
せ
な
い
。
一
方
、
非
課
税
と
し
た

場
合
は
分
母
に
の
み
算
入
さ
れ
る
た
め
、

課
税
売
上
割
合
が
低
下
す
る
こ
と
に
な

る
。こ

の
点
に
関
連
し
て
、
い
わ
ゆ
る
95
％

ル
ー
ル
へ
の
影
響
も
大
き
い
。
95
％
ル
ー

ル
と
は
、
そ
の
課
税
期
間
に
お
け
る
課
税

売
上
高
が
５
億
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、

課
税
売
上
割
合
が
95
％
以
上
で
あ
る
場
合

に
は
、
前
記
の
個
別
対
応
方
式
ま
た
は
一

括
比
例
配
分
方
式
の
計
算
は
行
わ
ず
、
そ

の
課
税
期
間
中
の
課
税
仕
入
れ
等
に
係
る

消
費
税
額
の
全
額
を
控
除
す
る
と
い
う

ル
ー
ル
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
共
通
対

応
仕
入
れ
に
係
る
按
分
計
算
を
要
せ
ず
、

実
務
負
担
の
軽
減
と
控
除
額
の
安
定
化
に

資
す
る
。
な
お
、
税
率
ゼ
ロ
措
置
の
売
上

げ
は「
課
税
資
産
の
譲
渡
等
」に
該
当
す
る

た
め
、課
税
売
上
割
合
の
算
定
上
は
分
子
・

分
母
の
双
方
に
算
入
さ
れ
、
比
率
を
直
接

低
下
さ
せ
る
要
因
と
は
な
ら
な
い
。
な

お
、
税
率
ゼ
ロ
措
置
に
よ
り
飲
食
料
品
の

売
上
高
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
課
税

期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
が
５
億
円
を

超
え
、
結
果
的
に
95
％
ル
ー
ル
の
適
用
対

象
外
と
な
る
可
能
性
も
生
じ
る
。
こ
の
よ

う
な
ケ
ー
ス
は
、税
率
ゼ
ロ
措
置
に
よ
り
、

課
税
売
上
高
の
増
加
を
通
じ
た
間
接
的
な

影
響
で
あ
り
、
課
税
売
上
高
が
５
億
円
以

下
、
ま
た
は
、
課
税
売
上
割
合
が
95
％
以

上
の
い
ず
れ
か
一
方
で
も
要
件
を
満
た
さ

な
い
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
つ
い

て
全
額
控
除
は
適
用
で
き
ず
、
個
別
対
応

方
式
ま
た
は
一
括
比
例
配
分
方
式
に
よ
る

按
分
計
算
に
移
行
す
る
こ
と
と
な
る
。

①
　
非
課
税
取
引
の
場
合

仮
に
、
飲
食
料
品
の
国
内
取
引
を
非
課

税
取
引
と
し
た
場
合
、
当
該
売
上
げ
は
課

税
売
上
割
合
の
分
母
に
の
み
算
入
さ
れ
る

た
め
、
飲
食
料
品
の
売
上
構
成
比
が
高
い

事
業
者
ほ
ど
課
税
売
上
割
合
が
低
下
し
や

す
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
前
95
％
ル
ー
ル

の
適
用
に
よ
り
全
額
控
除
が
可
能
で
あ
っ

た
共
通
対
応
仕
入
れ
に
つ
い
て
も
、
課
税

売
上
割
合
が
95
％
未
満
に
な
る
と
95
％

ル
ー
ル
が
適
用
で
き
ず
按
分
計
算
が
必
要

と
な
り
控
除
額
が
縮
小
す
る
。
具
体
的
に

は
、
原
材
料
・
包
材
・
外
注
加
工
・
物
流

コ
ス
ト
・
広
告
・
店
舗
賃
料
と
い
っ
た
飲

食
料
品
販
売
に
直
接
対
応
す
る
課
税
仕
入

れ
に
加
え
、
本
社
管
理
費
や
共
通
設
備
の

維
持
費
用
な
ど
の
共
通
対
応
仕
入
れ
に
含

ま
れ
る
消
費
税
相
当
額
に
つ
い
て
、
低
下

し
た
課
税
売
上
割
合
に
応
じ
て
控
除
で
き

な
い
部
分
が
拡
大
す
る
。
控
除
で
き
な
い

消
費
税
部
分
は
原
価
に
内
在
化
し
、
取
引

段
階
ご
と
に
取
引
価
格
に
上
乗
せ
さ
れ
る

こ
と
で
税
負
担
が
累
積
し
、
名
目
上
は
税

率
ゼ
ロ
で
あ
っ
て
も
最
終
消
費
者
価
格
の

低
減
効
果
が
目
減
り
す
る
リ
ス
ク
が
高
ま

る
。
ま
た
、
控
除
で
き
な
い
消
費
税
相
当

額
を
取
引
価
格
に
転
嫁
で
き
な
い
場
合
に

は
、
事
業
者
の
コ
ス
ト
と
な
り
収
益
の
悪

化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

②
　
課
税
取
引
の
場
合

こ
れ
に
対
し
、
飲
食
料
品
を
課
税
取
引

の
ま
ま
税
率
０
％
と
す
る
設
計
で
あ
れ

ば
、
当
該
売
上
げ
は
課
税
売
上
げ
と
し
て

分
子
・
分
母
の
双
方
に
算
入
さ
れ
る
た

め
、
課
税
売
上
割
合
を
低
下
さ
せ
な
い
。

結
果
と
し
て
、
共
通
対
応
仕
入
れ
の
仕
入

税
額
控
除
の
枠
組
み
が
維
持
さ
れ
る
。
ま

た
、
課
税
売
上
割
合
が
95
％
以
上
を
維
持

で
き
る
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
95
％
ル
ー

ル
の
適
用
に
よ
り
全
額
控
除
を
継
続
で
き

る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
売
上

げ
に
係
る
消
費
税
額
は
税
率
０
％
で
発
生

し
な
い
が
、
帳
簿
お
よ
び
適
格
請
求
書
等

の
保
存
要
件
を
満
た
す
限
り
、
仕
入
れ
に

係
る
消
費
税
額
は
従
前
ど
お
り
控
除
の
対

象
と
な
り
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
各
段

階
で
税
負
担
が
累
積
す
る
こ
と
を
回
避
で

き
る
。

③
　
ま
と
め

総
じ
て
、
仮
に
非
課
税
取
引
と
整
理
さ

れ
る
場
合
に
は
、
課
税
売
上
割
合
の
低
下

を
通
じ
て
95
％
ル
ー
ル
の
適
用
可
能
性
を

狭
め
、
仕
入
税
額
控
除
が
で
き
な
い
税
額

の
発
生
と
コ
ス
ト
上
昇
を
招
き
や
す
い
。

他
方
、
課
税
取
引
の
ま
ま
税
率
を
０
％
と

す
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
課
税
売
上
割
合
を

低
下
さ
せ
ず
、
仕
入
税
額
控
除
を
維
持
し

つ
つ
、
最
終
消
費
段
階
で
の
負
担
軽
減
と

い
う
政
策
目
的
を
実
効
的
に
達
成
し
得

る
。
制
度
設
計
の
選
択
は
、
見
か
け
の
税

率
だ
け
で
な
く
、
仕
入
税
額
控
除
と
課
税

売
上
割
合
、
そ
し
て
95
％
ル
ー
ル
の
作
用

を
踏
ま
え
た
総
合
的
な
評
価
に
基
づ
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

税
率
変
更
の
場
合
の

コ
ス
ト

⑴　
税
率
ゼ
ロ
措
置
の
対
象

税
率
ゼ
ロ
措
置
の
対
象
品
目
は
、
現
行

の
軽
減
税
率
制
度
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
、
酒
類
お
よ
び
外
食
を
除
く
飲
食
料
品

を
基
本
と
す
る
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い

る
。消
費
税
法
等
に
規
定
さ
れ
た
範
囲（
飲

食
料
品
の
意
義
、一
体
資
産
の
判
定
、ケ
ー

タ
リ
ン
グ
と
外
食
の
区
別
、
テ
イ
ク
ア
ウ

ト
・
イ
ー
ト
イ
ン
の
取
扱
い
等
）が
原
則
、
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税
率
ゼ
ロ
措
置
の
読
み
替
え
の
基
礎
と
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。

対
象
範
囲
の
設
計
は
、
税
率
ゼ
ロ
措
置

に
伴
う
事
業
者
コ
ス
ト
の
う
ち
、
会
計
・

Ｐ
Ｏ
Ｓ（
レ
ジ
）・
販
売
管
理
シ
ス
テ
ム
等

の
改
修
規
模
を
左
右
す
る
中
核
で
あ
る
。

基
本
方
針
は
、
既
存
の
軽
減
税
率
制
度
に

関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
⑵
に
基
づ
き
確
立
し
た
実

務
を
０
％
に
読
替
え
る
こ
と
で
あ
り
、
例

外
を
最
小
化
し
つ
つ
速
や
か
に
移
行
で
き

る
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
近
道
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
日
本
の
事
業
者
は
す
で
に

累
次
の
消
費
税
率
改
正
お
よ
び
制
度
変
更

を
経
験
し
て
い
る
。
２
０
１
４
年
に
は
消

費
税
率
が
５
％
か
ら
８
％
へ
引
き
上
げ
ら

れ
、
２
０
１
９
年
の
標
準
税
率
８
％
か
ら

10
％
へ
の
引
き
上
げ
、
お
よ
び
軽
減
税
率

制
度
導
入
の
際
に
は
、
税
率
変
更
お
よ
び

複
数
税
率
化
対
応
の
た
め
Ｐ
Ｏ
Ｓ
レ
ジ
や

販
売
管
理
シ
ス
テ
ム
等
の
大
規
模
な
改
修

が
行
わ
れ
、
特
に
軽
減
税
率
で
は
税
率
区

分
管
理
と
い
う
新
た
な
実
務
が
導
入
さ
れ

た
た
め
、
事
業
者
負
担
は
大
き
か
っ
た
。

ま
た
、
２
０
２
３
年
に
は
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
が
導
入
さ
れ
、
適
格
請
求
書
の
発
行
に

あ
た
っ
て
は
消
費
税
率
ご
と
に
税
率
お
よ

び
税
額
を
明
示
す
る
対
応
も
行
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
蓄
積
は
、
税
率
ゼ
ロ
措
置
の
導

入
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
移
行
設
計
・

検
証
の
枠
組
み
と
し
て
活
用
し
得
る
と
考

え
ら
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
税
率
ゼ
ロ
措
置
に
よ

る
実
務
上
の
影
響
は
、
レ
シ
ー
ト
・
請
求

書
・
見
積
書
等
の
帳
票
を
出
力
す
る
シ
ス

テ
ム
、
経
理
、
申
告
、
価
格
表
示
等
、
広

範
に
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
、
次
の
と
お
り
整

理
す
る
。

⑵　

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ（
制
度
概

要
編
、個
別
事
例
編
）（
平
成
28
年
４
月（
令
和
7
年
４
月
改

訂
）国
税
庁
軽
減
税
率
・
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
対
応
室
）

⑵　
税
率
ゼ
ロ
措
置
に
よ
る
実
務
上

の
影
響

ま
ず
、
シ
ス
テ
ム
面
で
は
、
Ｐ
Ｏ
Ｓ
や

販
売
管
理
、
会
計
シ
ス
テ
ム
等
の
税
率
区

分
に「
０
％
（
課
税
）」を
設
定
し
、
商
品
マ

ス
タ
ー
の「
軽
減
８
％
」フ
ラ
グ
を「
０
％
」

へ
置
換
す
る
。
レ
シ
ー
ト
等
の
帳
票
様
式

は
０
％
の
税
率
欄
と
税
額
０
の
表
示
に
対

応
す
る
よ
う
改
修
す
る
必
要
が
あ
る
。
内

税
、
外
税
、
端
数
処
理
や
合
計
金
額
、
小

計
金
額
の
整
合
性
の
確
認
、
値
引
き
、
返

品
、
ポ
イ
ン
ト
、
送
料
、
手
数
料
、
一
体

資
産
へ
の
区
分
の
検
証
も
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
２
０
２
３
年
10
月
か
ら
導
入
さ

れ
た
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
の
整
合
性
も
重

要
で
あ
る
。
適
格
請
求
書
に
は
税
率
ご
と

の
税
額
を
区
分
し
て
記
載
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
税
率
別
合
計
に
０
％
欄
を
設
け

る
と
い
っ
た
レ
シ
ー
ト
表
示
や
請
求
書
管

理
に
お
け
る
実
務
上
の
対
応
が
必
要
で
あ

ろ
う
。

次
に
、
経
理
面
で
は
、
総
勘
定
元
帳
の

税
区
分
コ
ー
ド
を
拡
張
し
、
消
費
税
確
定

申
告
書
の
付
表
に
国
内
０
％
区
分
が
新
設

さ
れ
る
可
能
性
を
見
据
え
て
、
試
算
表
か

ら
申
告
書
ま
で
の
一
貫
し
た
追
跡
可
能
性

を
確
保
で
き
る
よ
う
、「
国
内
０
％
」、「
輸

出
０
％
」、「
10
％
」、「
８
％
（
軽
減
）」、「
非

課
税
」、「
不
課
税
」に
整
理
し
て
お
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
申
告
実
務
で
は
、
食
品
比
率

の
高
い
小
売
・
卸
・
メ
ー
カ
ー
等
で
は
、

売
上
げ
に
係
る
消
費
税
額
が
縮
小
す
る
一

方
、
原
材
料
・
包
材
・
物
流
・
広
告
・
賃

料
等
の
10
％
の
課
税
仕
入
れ
に
係
る
控
除

対
象
仕
入
税
額
は
引
き
続
き
発
生
す
る
た

め
、
差
引
で
還
付
に
転
じ
る
ケ
ー
ス
が
増

え
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
還
付
申
告
が

常
態
化
す
る
場
合
に
は
、
課
税
期
間
の

短
縮
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
平
準
化
を
図
る
こ
と
も

可
能
と
な
ろ
う
。

む
し
ろ
、
実
務
上
の
負
担
と
し
て
大
き

い
の
は
価
格
表
示
の
変
更
で
あ
る
。
総
額

表
示
義
務
と
の
関
係
か
ら
、
小
売
事
業
者

は
値
札
や
棚
表
示
な
ど
を
変
更
す
る
必
要

が
あ
り
、
特
に
食
品
小
売
業
で
は
商
品
点

数
が
多
く
、
表
示
変
更
作
業
は
一
定
の
労

力
を
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

総
じ
て
、
累
次
の
改
正
対
応
で
蓄
積
し

た
税
率
切
替
え
の
手
順
・
検
証
の
枠
組
み

を
活
用
す
れ
ば
、
今
回
の
税
率
ゼ
ロ
措
置

も
比
較
的
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
も
想

定
さ
れ
る
。
対
象
範
囲
の
明
確
化
、
コ
ー

ド
体
系
の
統
一
、
帳
票
・
イ
ン
ボ
イ
ス
の

整
合
、
申
告
書
の
付
表
の
設
計
、
価
格
表

示
の
一
斉
切
替
え
を
一
体
の
計
画
と
し
て

前
倒
し
で
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
混
乱

を
最
小
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

税
率
引
下
げ（
飲
食
料
品

対
象
）に
お
け
る
経
過
措

置
と
課
税
時
期
の
実
務

２
０
１
９
年
10
月
の
税
率
引
上
げ
時
に

講
じ
ら
れ
た
請
負
工
事
・
資
産
の
貸
付
け

等
に
係
る
広
範
な
経
過
措
置
⑶
は
、
契
約

締
結
時
と
役
務
提
供
完
了
時（
引
渡
時
）で

税
率
が
異
な
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
者
が

予
期
せ
ぬ
税
負
担
の
増
加
を
被
る
事
態
を

回
避
す
る
た
め
の
、納
税
者
の
信
頼
保
護
・

負
担
緩
和
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
、
今
回
は
対
象
が
飲
食

料
品
に
限
ら
れ
る
税
率
引
下
げ
で
あ
る
た

め
、
同
種
の
広
範
な
経
過
措
置
が
新
た
に

設
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
想
定

し
に
く
い
と
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
適
用
税
率
の
判
定
時
期
は

従
来
ど
お
り
、「
資
産
の
譲
渡
等
の
時
期
」

実務解説
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に
基
づ
く
の
が
基
本
で
あ
り
、
具
体
的
に

は
原
則
と
し
て
引
渡
日（
役
務
提
供
の
場

合
は
役
務
提
供
完
了
日
）で
判
断
す
る
。

会
計
上
、
売
手
が
出
荷
基
準
、
買
手
が
検

収
基
準
を
採
用
す
る
な
ど
計
上
基
準
が
異

な
る
場
合
、
当
事
者
間
で
売
上
げ
と
仕
入

れ
の
計
上
時
期
が
ず
れ
る
こ
と
自
体
は
あ

り
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
取
引
に

適
用
す
べ
き
消
費
税
率
は
、
法
的
に
一
意

に
定
ま
る「
譲
渡
等
の
時
期
」に
従
う
た

め
、
結
局
は
売
手
・
買
手
と
も
同
一
の
時

点
に
基
づ
く
同
一
税
率
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
２
０
１
９
年

の
標
準
税
率
８
％
か
ら
10
％
へ
の
税
率
引

上
げ
時
に
お
い
て
国
税
庁
消
費
税
室
が
公

表
し
た「
平
成
31
年（
２
０
１
９
年
）10
月

1
日
以
後
に
行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
等
に

適
用
さ
れ
る
消
費
税
率
等
に
関
す
る
経
過

措
置
の
取
扱
い
Ｑ
＆
Ａ
」（
以
下
、「
経
過
措

置
Ｑ
＆
Ａ
」と
い
う
）【
基
本
的
な
考
え
方

編
】問
３
に
よ
る
と
、
事
業
者
間
で
収
益
・

費
用
の
計
上
基
準
が
異
な
る
場
合
の
取
扱

い
と
し
て
、
売
手
の
課
税
資
産
の
譲
渡
等

の
時
期
に
お
け
る
消
費
税
率
が
記
載
さ
れ

た
請
求
書
に
基
づ
き
、
買
手
は
当
該
税
率

で
仕
入
税
額
控
除
を
適
用
す
る
旨
が
示
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
請
求
書
発
行

日
や
入
金
日
で
は
な
く
課
税
資
産
の
譲
渡

等
の
時
期
と
な
る
引
渡
日
に
従
っ
て
、
同

一
の
税
率
区
分（
国
内
０
％
、
８
％
（
軽

減
）、
10
％
）で
売
上
げ
・
仕
入
れ
を
処
理

し
、
適
格
請
求
書
も
当
該
税
率
で
記
載
す

る
前
提
で
、
シ
ス
テ
ム
を
整
え
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
前
記
の
と
お
り
、
原
則
と

し
て
売
手
の
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
時
期

に
お
け
る
消
費
税
率
が
適
用
さ
れ
る
た

め
、
買
手
に
お
け
る
課
税
仕
入
れ
の
時
期

の
消
費
税
率
と
異
な
る
税
率
が
適
用
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
請
求
書
に

合
わ
せ
て
帳
簿
上
の
税
率
を
調
整
で
き
る

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
税
率
ゼ
ロ
措
置
の
導
入
日
や

終
了
日
を
ま
た
ぐ
前
受
金
、
商
品
券
・
ギ

フ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
、
返
品
・
値
引
き
・

割
戻
し
等
の
返
還
等
取
引
と
い
っ
た
端
境

期
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
経
過
措
置
Ｑ
＆

Ａ
に
示
さ
れ
た
判
定
の
考
え
方
や
消
費
税

法
基
本
通
達
等
を
参
考
に
、
た
と
え
ば
、

次
の
と
お
り
、
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
ら
れ
る
。

⑶　

平
成
31
年（
２
０
１
９
年
）10
月
１
日
以
後
に
行
わ
れ

る
資
産
の
譲
渡
等
に
適
用
さ
れ
る
消
費
税
率
等
に
関
す
る

経
過
措
置
の
取
扱
い
Ｑ
＆
Ａ【
基
本
的
な
考
え
方
】、【
具
体

的
事
例
編
】（
平
成
30
年
10
月
国
税
庁
消
費
税
室
）

⑴　
前
受
金（
消
基
通
９
─
１
─
27
、

経
過
措
置
Ｑ
＆
Ａ【
具
体
的
事
例

編
】問
２
）

資
産
の
譲
渡
等
の
時
期
は
、
原
則
と
し

て
現
実
に
資
産
の
引
き
渡
し
や
役
務
の
提

供
が
あ
っ
た
時
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

前
受
金
を
受
け
取
っ
た
時
点
で
は
税
率
は

確
定
せ
ず
、
実
際
の
引
渡
時
点
の
税
率
が

適
用
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
税
率
ゼ
ロ
措

置
の
開
始
前
に
代
金
を
受
領
し
て
い
て

も
、
開
始
後
に
引
渡
し
た
飲
食
料
品
に
は

０
％
が
適
用
さ
れ
る
。

⑵　

商
品
券
・
ギ
フ
ト
カ
ー
ド（
消

基
通
９
─
１
─
22
）

物
品
切
手
等
の
譲
渡
は
非
課
税
と
さ

れ
、
実
際
に
商
品
と
引
き
換
え
ら
れ
た
時

に
課
税
資
産
の
譲
渡
が
あ
っ
た
も
の
と
取

り
扱
う
。
し
た
が
っ
て
、
商
品
券
・
ギ
フ

ト
カ
ー
ド
を
用
い
て
飲
食
料
品
が
引
き
換

え
ら
れ
た
日
の
税
率
が
適
用
さ
れ
る
。
税

率
ゼ
ロ
措
置
の
期
間
中
に
飲
食
料
品
に
引

換
え
が
行
わ
れ
た
場
合
は
０
％
が
適
用
さ

れ
、
期
間
外
で
あ
れ
ば
８
％
（
軽
減
）が

適
用
さ
れ
る
。

⑶　

返
品
・
値
引
き
・
割
戻
し（
経

過
措
置
Ｑ
＆
Ａ【
基
本
的
な
考
え

方
】問
４
）

売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
は
、
そ

の
も
と
と
な
っ
た
取
引
に
適
用
さ
れ
た
税

率
で
処
理
す
る
。
た
と
え
ば
、
軽
減
税
率

８
％
で
販
売
し
た
飲
食
料
品
が
、
税
率
ゼ

ロ
措
置
の
対
象
期
間
中
に
返
品
さ
れ
た
場

合
で
も
、
そ
の
返
品
に
係
る
税
率
は
元
の

取
引
の
税
率
で
あ
る
８
％
と
す
る
。
数
量

割
引
や
年
次
の
割
戻
し
な
ど
、
後
日
生
じ

る
対
価
の
調
整
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し

て
元
の
課
税
取
引
に
対
応
す
る
税
率
で
処

理
す
る
。

簡
易
課
税
制
度
を
適
用
し

て
い
る
場
合
の
影
響

税
率
ゼ
ロ
措
置
の
導
入
は
、
課
税
仕
入

れ
の
実
額
に
基
づ
き
仕
入
税
額
控
除
を
算

定
す
る
本
則
課
税
の
み
な
ら
ず
、
簡
易
課

税
制
度
の
有
利
不
利
に
も
直
接
的
な
影
響

を
及
ぼ
す
。
と
り
わ
け
、
飲
食
料
品
売
上

げ
が
大
半
を
占
め
る
事
業
者
や
、
食
料
品

を
一
次
生
産
す
る
農
業
者
に
お
い
て
は
、

売
上
げ
に
係
る
消
費
税
額
が
構
造
的
に
縮

小
、
あ
る
い
は
飲
食
料
品
部
分
に
つ
い
て

は
ゼ
ロ
と
な
る
た
め
、
み
な
し
仕
入
率
に

依
拠
し
て
控
除
相
当
額
を
算
出
す
る
簡
易

課
税
の
特
性
上
、
控
除
対
象
仕
入
税
額
が

連
動
し
て
目
減
り
し
、
納
付
税
額
お
よ
び

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
に
与
え
る
影
響
が

大
き
く
な
る
。

以
下
、
制
度
の
趣
旨
等
に
即
し
て
整
理

し
た
う
え
で
、
税
率
ゼ
ロ
措
置
下
で
の
影

響
評
価
と
簡
易
課
税
制
度
の
選
択
見
直
し

等
の
実
務
上
の
論
点
を
確
認
す
る
。

⑴　
簡
易
課
税
制
度
の
有
利
不
利

簡
易
課
税
制
度
の
有
利
不
利
は
、
今
回

の
税
率
ゼ
ロ
措
置
で
は
、
特
に
重
要
な
論
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書
」を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑵　
簡
易
課
税
制
度
の
選
択
見
直
し

の
検
討

税
率
ゼ
ロ
措
置
に
よ
り
、
簡
易
課
税
の

計
算
基
礎
と
な
る
当
課
税
期
間
に
お
け
る

課
税
売
上
高
が
減
少
す
る
場
合
に
は
、
税

負
担
構
造
が
変
化
す
る
。

主
要
な
売
上
げ
が
飲
食
料
品
で
あ
る
事

業
者
は
、
税
率
ゼ
ロ
措
置
に
よ
り
、
簡
易

課
税
制
度
で
は
、
控
除
対
象
仕
入
税
額
は

売
上
税
額
に
比
例
す
る
た
め
、
０
％
対
象

売
上
げ
に
対
応
す
る
控
除
対
象
仕
入
税
額

も
自
動
的
に
ゼ
ロ
と
な
る
結
果
、
控
除
で

き
な
い
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
が
増
加

す
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
そ
の
た
め
、
飲

食
料
品
比
率
の
高
い
小
売
、
テ
イ
ク
ア
ウ

ト
比
率
の
高
い
飲
食
、
仲
卸
な
ど
は
、
本

則
課
税
に
切
り
替
え
る
こ
と
で
還
付
を
含

め
た
有
利
化
が
見
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
も
生

じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
10
％
売
上
げ
が
一
定
規
模
あ
る

企
業
で
は
、
簡
易
課
税
制
度
の
ほ
う
が
依

然
と
し
て
有
利
な
場
合
も
あ
り
得
る
た

め
、
直
近
実
績
等
を
用
い
た
複
数
シ
ナ
リ

オ
で
の
試
算
を
行
う
の
も
１
つ
の
方
法
で

あ
る
。

税
率
ゼ
ロ
措
置
は
時
限
措
置
と
し
て
構

想
さ
れ
て
い
る
た
め
、
導
入
時
点
と
終
了

時
点
の
２
つ
の
節
目
を
見
据
え
た
簡
易
課

税
制
度
の
選
択
戦
略
が
必
要
で
あ
り
、
実

務
上
は
、
早
期
に
税
負
担
の
試
算
を
行
い

検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
簡
易
課
税
制

度
の
選
択
・
不
適
用
に
係
る
届
出
書
の
提

出
期
限
は
、
原
則
的
に
は
課
税
期
間
の
初

日
の
前
日
ま
で
で
あ
る
こ
と
や
、
原
則
２

年
間
の
継
続
適
用
な
ど
の
縛
り
も
あ
る
た

め
、
制
度
施
行
の
タ
イ
ミ
ン
グ
か
ら
逆
算

し
て
早
期
に
判
断
・
手
続
を
進
め
る
必
要

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
税
率
ゼ
ロ

措
置
が
時
限
措
置
で
あ
る
こ
と
、
簡
易
課

税
の
対
象
者
が
小
規
模
事
業
者
で
あ
る
こ

と
に
鑑
み
、
早
期
の
試
算
や
届
出
書
の
対

応
な
ど
が
難
し
い
可
能
性
も
あ
り
、
特
例

措
置
と
し
て
届
出
書
の
提
出
期
限
を
課
税

期
間
に
係
る
確
定
申
告
期
限
ま
で
延
長
す

る
、
２
年
間
の
継
続
適
用
の
縛
り
を
求
め

な
い
な
ど
の
制
度
設
計
が
望
ま
れ
る
。

お
わ
り
に

飲
食
料
品
の
税
率
ゼ
ロ
措
置
は
、
消
費

者
負
担
の
軽
減
を
目
的
と
す
る
時
限
的
政

策
で
あ
り
、
課
税
売
上
割
合
、
簡
易
課
税

制
度
、イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
の
整
合
な
ど
、

消
費
税
制
度
の
基
本
構
造
と
事
業
者
実
務

の
双
方
に
広
範
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
制
度

設
計
に
係
る
法
案
化
に
向
け
た
動
向
を
注

視
す
る
と
と
も
に
、
事
業
者
側
で
は
、
対

象
範
囲
の
明
確
化
、
シ
ス
テ
ム
・
帳
票
等

の
改
修
、
申
告
実
務
へ
の
影
響
、
還
付
・

資
金
繰
り
へ
の
対
応
、
簡
易
課
税
の
選
択

見
直
し
を
計
画
的
に
進
め
る
必
要
が
あ

る
。
今
後
、
国
民
会
議
等
に
お
け
る
議
論

を
通
じ
て
具
体
像
が
固
ま
る
段
階
で
、
事

業
者
は
簡
易
課
税
制
度
の
選
択
・
不
適
用

に
係
る
届
出
期
限
や
税
率
ゼ
ロ
措
置
の
導

入
時
期
を
織
り
込
ん
だ
実
務
計
画
を
前
広

に
整
備
し
、
混
乱
の
最
小
化
と
円
滑
な
移

行
を
図
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

実務解説

点
だ
と
思
わ
れ
る
。
簡
易
課
税
制
度
は
、

課
税
売
上
高
が
一
定
規
模
以
下
の
事
業
者

が
、
課
税
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
げ
に

係
る
消
費
税
額
に
、
業
種
ご
と
に
定
め
ら

れ
た「
み
な
し
仕
入
率
」を
乗
じ
て
、
控
除

対
象
仕
入
税
額
を
機
械
的
に
算
出
す
る
し

く
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
仕
入
側
の

イ
ン
ボ
イ
ス
収
集
・
按
分
計
算
の
負
担
を

軽
減
す
る
一
方
、
控
除
対
象
仕
入
税
額
は

売
上
税
額
に
比
例
す
る
構
造
と
な
り
、
こ

の
計
算
構
造
に
よ
り
、
控
除
対
象
仕
入
税

額
は
課
税
売
上
げ
に
係
る
消
費
税
額
を
上

回
る
こ
と
が
な
く
消
費
税
の
還
付
が
生
じ

る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
本
則
課

税
は
、
控
除
対
象
仕
入
税
額
を
実
額
で
把

握
し
、
用
途
区
分（
課
税
対
応
・
非
課
税

対
応
・
共
通
対
応
）に
応
じ
て
個
別
対
応

方
式
ま
た
は
一
括
比
例
配
分
方
式
で
控
除

額
を
確
定
す
る
計
算
方
法
で
、
控
除
対
象

仕
入
税
額
が
課
税
売
上
げ
に
係
る
消
費
税

額
を
上
回
り
、
消
費
税
の
還
付
と
な
る
こ

と
も
生
じ
る
。

ま
た
、
簡
易
課
税
制
度
は
、
原
則
的
に

は
、
適
用
を
開
始
す
る
課
税
期
間
の
初
日

の
前
日
ま
で
に「
消
費
税
簡
易
課
税
制
度

選
択
届
出
書
」を
所
轄
税
務
署
長
に
提
出

す
る
必
要
が
あ
る
。
い
っ
た
ん
選
択
す
る

と
、
原
則
２
課
税
期
間
の
継
続
適
用
が
求

め
ら
れ
、
不
適
用
と
す
る
場
合
に
は
、「
消

費
税
簡
易
課
税
制
度
選
択
不
適
用
届
出


